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 1 

資料 1 議案「沖縄教区（沖縄キリスト教団）に謝罪し、沖縄教区の提案した教団名称変更を支持する件」

（1998.5.5-6 第 48 回九州教区総会） 
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資料 2 第 49 回九州教区総会東島議長報告（1999.5.3-5） 
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資料 3 教団総会議案「第 33 回教団総会で、教団が沖縄教区に謝罪することを求める件」（2002.5.2 第 52 回九

州教区総会で提案を可決） 
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資料 4 「沖縄教区と共なる合同教会としての教団形成に力を注ぐ教区決意表明」（2004.5.4-5 第 54 回九州教

区総会） 
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資料 5、6 沖縄教区との対話小委員会活動継続を常置委員会で確認（2007.9.18) 

 

（資料 5）2007 年 3 月 6日 常置委員会 
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（資料 6-1）2007 年 9 月 18 日 常置委員会 
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（資料 6-2）2008 年 1 月 22 日 常置委員会 
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資料 7 建議 1号「日本基督教団が 2009 年に開催の準備をしている「日本伝道 150 周年記念行事」に対して、九

州教区の見解を明らかにし取組を実施する件」（2008.5.6-7 第 58 回九州教区総会） 
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資料 8 「日本伝道１５０年記念行事」に対する九州教区の見解（2008.7 公表） 
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資料 9 「日本基督教団が沖縄教区（沖縄キリスト教団）に謝罪する件」「沖縄宣教連帯金に関する件」「教憲前

文並びに「日本基督教団成立の沿革を加筆修正する件」（2012.5.3-4 第 62 回九州教区総会で、第 38 回教団総

会に教区総会として提案することを可決） 
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資料 10 議案「沖縄教区との「協働・研修」の場の設置を目指す件」（2013.5.1-3 第 63 回九州教区総会で決議） 

 

2013 年 3 月 12 日 常置委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 年 5 月 1-3 日 教区総会 
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資料 11 議案Ⅵ「『合同のとらえなおし』の課題を風化させることなく、沖縄教区との関係回復を心から望み、

対話と連帯の歩みを継続していくことを改めて決意する件」（2019.5.6-8 第 69 回九州教区総会） 
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ᶒࢆዣࡿࡍ⾜Ⅽ࡛ࠋࡿ࠶ຍࠊྛࡤ࠼࠸࡚࠼ ᩍ༊࠸࠾ ㈇ᢸ㔠ᮍ⣡ࠕ࡚ ᩍᖌ࣭ࡢᩍࡿࡅ⥆ࠖࢆ

ಙᚐࢆᖖ㆟ဨࡧࡼ࠾ࠊᩍᅋᖖタጤဨࡢጤဨ㑅௵ࠊࡶࡇ࠺࠸ࡿ࠸࡚ࡅ⥆ࡋ➨㸯㸳㸰᮲ࢆ

 ࠋࡿ࠶Ⅽ࡛⾜ࡿࡍゐࡽ᫂ㅖᩍつࡿࡍࡵࡌࡣ
 ᩍ᠇➨㸲᮲ࠕࠊࡣᮏᩍᅋࡣᩍ᠇ࡧࡼ࠾ᩍつࡢᐃࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࢁࡇࡿࡵ㆟ไࡢࡑࡾࡼᨻ

ࠖ࠺⾜ࢆつᐃࠊࡣ࡚࠸࡚ࡅ⥆ࢆࢻ࣮ࢲࣥࢱࢫ࣭ࣝࣈࢲ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡽࡀ࡞ࡋࡋࠋࡿࡍᩍ

ᙉࢆṇࡢ༶้ࠋࡿ࡞ࡇࡿࢀࡽࡡᦆࡃࡋⴭࡣ┙ᇶࡢ㆟ไࠊࢀࡉቯ◚ࡽ᰿ᮏࡣ⚄⢭ࡢ᠇

 ࠋࡿࡵồࡃ
 
㸱㸬ᩍᅋ⥲ࡣᩍ㆟࡛ࢆࡇࡿ࠶ᘚࠊ࠼㆟ᑂ㆟ࢆጉࡿࡆせ⣲ࢆ㆟᪥⛬ຍࠋࡇࡠ࠼ 
 
ࠝ⌮⏤  ࠞ
 ➨㸲㸯ᅇ⥲ࢆ㢳ࠊࡿ㸱᪥㛫ࡢᮇ୰ࠊ⥲࠸⏝ᚓ᭱ࡿ㸰㸴㛫୰ࠊᐇ㝿㆟ᑂ㆟

ࡋ౯ࡶྡࡢࡑࠊࡸ㢮ࡢ࣮ࢽࣔࣞࢭࠋ࠸࡞ࡓ‶ࡶศ༙ࠊࡾ࠶㸯㸯㛫వ࡛ࡣ㛫ࡓࢀࡉ౪

ࡓࡋᥦฟࠊࡋഛ‽ࡀ㆟ဨࡸᩍ༊ྛࠊᯝ⤖ࡢࡑࠋࡿ࠶ᨾ࡛ࡓ࠸⏝ࢆࡢࡃከ➼༠㆟ࠖࠕ࠸࡞

㆟ࡢከࡀࡃᑂ㆟ᮍᗫࠋࡓࡗ⮳ࡿࢀࡉᩍᅋ⥲ࢆ‽ഛࡣࡎࡲࠊࡾࡓ࠶ࡿࡍᑂ㆟ᮍ

ࢆ㆟ဨ࡚ࡋ㈇ᢸࢆ㈝⤒࠸㔜ࡣᩍ༊ྛࠊࡵࡓࡢ㆟ᑂ㆟ࡓࡲࠋࡿ࠶࡛ࡁࡿࡍࢆດຊࡍࡽῶࢆ

㏦ࡾฟࠊࡋ㆟ဨࡣከࡢࡃ㛫㈇ᢸ࡚ࡆ⫣ࢆ⥲ฟᖍࠊ࡚ࡗ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ♩࣭ࡓࡢ

㔜ࡳ✚ࢆ㆟ㄽ࡚࠸⏝ࢆ㛫ࡢࡾ㝈࠺⬟ࠊࡾࡼఱࡣ࡚ࡗ࠶ᩍ㆟ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋࡵ

‽ഛ⥲ࡣᖖ㆟ဨࠊ࡚࠼ぬࡃࡼࢆࡇࡿ࠶㔜せ࡛᭱ࡀࡇࡿࢀᑟㄽ⤖ࡘࡘࢀࡉṆᥭࠊࡡ

 ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࡡࡽᙜ
                                   ௨  ୖ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ᥦ⌮⏤ 
 ୖᥖᩥ୰ࠝ⌮⏤ࠞࠋࡌྠ 
㆟ϭ㸬ࡋ࠾࡞࠼ࡽࡢྠྜࠕ 㛵ಀᅇࡢἈ⦖ᩍ༊ࠊࡃ࡞ࡇࡿࡏࡉ㢼ࢆㄢ㢟ࡢࠖ

 ௳ࡿࡍỴព࡚ࡵᨵࢆࡇࡃ࠸࡚ࡋ⥆⥅ࢆࡳṌࡢ㐃ᖏᑐヰࠊࡳᮃࡽᚰࢆ
 
                            㸦ᇳ⾜㡰ᗎ 㸰㸵㸧 

ᥦ⪅ ᖖ⨨ጤဨ 
 

ᥦ 

➨69ᅇᕞᩍ༊⥲ࠕࠊࡣἈ⦖ࢺࢫࣜ࢟ᩍᅋࠖࠕ᪥ᮏᇶ╩ᩍᅋࠖྜྠ50࿘ᖺࡢࢆぬࠊ࠼ᛮ 
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ᚰࢆ㛵ಀᅇࡢἈ⦖ᩍ༊ࠊࡃ࡞ࡇࡿࡏࡉ㢼ࢆㄢ㢟ࡢࠖࡋ࠾࡞࠼ࡽࡢྠྜࠕࡓ᪂ࢆ࠸

 ࠋࡿࡍỴ㆟ࡇࡇࢆࡇࡃ࠸࡚ࡋ⥆⥅ࢆࡳṌࡢ㐃ᖏᑐヰࠊࡳᮃࡽ

 

ᥦ⌮⏤ 

1941ᖺࠊ᐀ᩍᅋయἲࠕࡾࡼ᪥ᮏᇶ╩ᩍᅋ ࡣ㡢⩏ᩍ⚟ࡢ⦕ἈࠊⓎ㊊ᙜࠋࡓࡋⓎ㊊ࡣࠖ

ᕞᩍ༊Ἀ⦖ᨭᩍ༊࡛ࠊࡀࡓࡗ࠶Ἀ⦖࡛ࡢᆅୖᡓ⃭ࡾࡼᩍࡶ⧊⤌ࡣேࡶ◚ቯ1945ࠊࢀࡉ
ᖺ5᭶ࡣࡽ⡿㌷ࡿࡼἈ⦖ᨭ㓄ࡀጞࠕࠋࡓࡗࡲ᪥ᮏᇶ╩ᩍᅋࠖࡣᡓᚋࠊἈ⦖ࡢᩍࡢ⾜᪉ࡘ
ࠊࡽࡀ࡞ࡾ࠶ᙜヱᩍ༊࡛ࡶᕞᩍ༊ᵝྠࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡋࢆฟⓎࠊࡃ࡞ࡇ࠺ᡶࢆ㛵ᚰ࡚࠸

ࡇᩋᡓᚋࠊࡣࡾࡲࡘࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡋࢆฟⓎ࡞ࡓ᪂ࠊࡲࡲ࠸࡞ࡢࡇࡿࡎឤࡶࡳ③ࡢఱࡋࡋ

ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓぢᤞ࡚ࢆᩍࡢ⦕Ἀࡶᩍࡢᮏᅵࠖࠕࠊᵝྠࢀࡑࠊࡁࡓぢᤞ࡚ࢆ⦕Ἀࡀᅜࡢ

ࢆᩍ࡞ࡓ᪂࡚ࡋ୰ᚰࢆಙᚐࠊࡣࠎ᪉ࡢᩍࢺࣥࢱࢫࢸࣟࣉࡢ⦕Ἀࡓࡗṧࡁ⏕ࠊࡋᑐࢀࡇ

ᘓ࡚1957ࠊᖺࠕࡣࡽἈ⦖ࢺࢫࣜ࢟ᩍᅋࠖࡾ࡞ᐉᩍࡢᴗࢆᢸࠋࡿ࠶࡛ࡢࡃ࠸࡚ࡗ 
1967ᖺࠕࠊ᪥ᮏᇶ╩ᩍᅋࠖࠕࡣ➨ḟᡓୗࡿࡅ࠾᪥ᮏᇶ╩ᩍᅋࡢ㈐௵ࡢ࡚࠸ࡘ࿌ⓑࠖ
ᩍᅋࢺࢫࣜ࢟⦕Ἀࠕࠊ1969ᖺ2᭶25᪥ࡢᚋࡢࡑࠊࡋ࡞ࢆ ᪥ᮏᇶ╩ᩍᅋࠕࠖ ࢆ㆟ᐃ᭩ྠྜࡣࠖ

ࠊ୍ࡋࢃ ྠྜࡢࡇࠊ࠾࡞ࠕࠊࡤࢀࡼᕞᩍ༊Ꮫ⩦㈨ᩱࠊ࡚࠸ࡘࡇࡢࡇࠋࡓࡗ࡞ᩍᅋࡢࡘ

ࠊࠗࡣ ᪥ᮏᇶ╩ᩍᅋ࠘1967ࡀᖺᡓத㈐௵ࢆ࿌ⓑࡇࡓࡋゐⓎࠗࡓࡲࠊࢀࡉἈ⦖ࢺࢫࣜ࢟ᩍ
ᅋ࠘ࠊࡣᡓத㈐௵ࢆ࿌ⓑࠗࡓࡋ᪥ᮏᇶ╩ᩍᅋ࠘ྠࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋࡊࡵࢆྠྜࡢࠊἈ⦖

ࠗࡿࡺࢃ࠸ࡢ ᮏᅵᖐ 㸦࠘Ἀ⦖ᨻᶒ᪥ᮏࡢ㏉㑏1972ࠊᖺ5᭶15᪥㸧ࡢඛྲྀࡢࡾព㆑ࡗࡶࡶࢆ
㞴࠸ゝࡣࡓ࠸࡚ࢀࢃ⾜༑ศࡀ᪉ࡾ࠶࠸ࡋࢃࡉࡩྠྜ࡚ࡗࡀࡓࡋࠊࡢࡶࡓࡗ⾜ࢆᴗࡢࡇ࡚

 ࠋࡿ࠸࡚ࡋグ㏙ࠖࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉㄆ☜බᘧࠊࡕࡢࠊࡿṧࡀ㠃࠸
23ᅇᩍᅋ➨ࠊ1984ᖺࠊࡾࡲ㧗ࡀ㆟ㄽࡢࠖࡋ࠾࡞࠼ࡽࡢྠྜࠕ1980ᖺ௦ࠊࡽࡇࡢࡇ
⥲ࡋ࠾࡞࠼ࡽࡢྠྜࠕࡣᐇ㉁ࡢ᥎㐍ࠖ㆟ࢆỴ㆟ࠊࡋ≉タጤဨࢆタ⨨ࡳ⤌ࡾྲྀ࡚ࡋ

 ࠋࡓࡗ࡞ࡇࡃ࠸࡚ࡵ㐍ࢆ
ᕞᩍ༊1998ࠊࡣᖺ58➨ࠊᅇᕞᩍ༊⥲࠸࠾ ⨥ㅰᩍᅋ㸧ࢺࢫࣜ࢟⦕Ἀ⦖ᩍ༊㸦Ἀࠕ࡚

௳ࡿࡍᨭᣢࢆᩍᅋྡ⛠ኚ᭦㆟ࡓࡋᥦࡢἈ⦖ᩍ༊ࠊࡋ ࡶࡇࡿࡎឤࡶࡳ③ࡢఱࠕࠊࡋỴྍࠖࢆ

௨ࠋࡓࡋ᫂⾲ࢆࠖ⨥ㅰࡢࡽᚰࠊࡋᑐἈ⦖ᩍ༊ࠊࡋࡇ㉳࠸ᛮࢆṔྐⓗᐇࡓࡋᾘࡲࡲ࠸࡞

᮶33➨ࠊᅇᩍᅋ⥲㸦2002ᖺ㸧࠸࠾ ኚ᭦㆟⛠ྡࠕ࡚ ࠊࡾࡼࡇࡓࡗ࡞ᑂ㆟ᮍᗫࡀࠖ

Ἀ⦖ᩍ༊ࡀ᪥ᮏᇶ╩ᩍᅋ㊥㞳ࡃ⨨ࢆỴ᩿ࡓࡋࢆᚋࠊࡶἈ⦖ᩍ༊ㅰ⨥ࡓࡋᩍ༊࡚ࡋἈ⦖ᩍ

༊ࡢ㐃ᖏࡢᛮࢆ࠸ᐤࠕࠊࡏἈ⦖ᩍ༊ࡢᑐヰᑠጤဨ ࠊβ୰ᚰࠖࢆ ᩍ༊⥲ࠊࡳ⤌ࡾྲྀ࡞ࠎ

Ỵ㆟ࡳ✚ࢆ㔜ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡁ࡚ࡡ௨ୗࠊ࡞ᩍ༊⥲Ỵ㆟ิࢆᣲࡿࡍ㸦ᩍᅋ⥲㆟ࢆ㝖ࡃ㸧ࠋ 
Ỵࡢᕞᩍ༊ࡄὀࢆຊ࡚ࡵᨵᙧᡂࡢ᪥ᮏᇶ╩ᩍᅋࡢ࡚ࡋᩍྠྜࡿ࡞ඹἈ⦖ᩍ༊ࠕ࣭
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ព⾲᫂㛵ࡿࡍ௳ 㸦ࠖ2004ᖺ ➨54ᅇᕞᩍ༊⥲㸧 
௳ࡍᣦ┠ࢆ⨨タࡢሙ࠘ࡢ༠ാ࣭◊ಟࠗࡢἈ⦖ᩍ༊ࠕ࣭ 㸦ࠖ2013ᖺ ➨63ᅇᕞᩍ༊⥲㸧 
ࠖ௳ࡿࡍ⥆⥅ࢆࡳ⤌ࡾྲྀᑐヰࡢࡵࡓࡃ࠸࡚ࡋࡢࡶ࡞ᙉᅛ᭦ࢆࡾࢃ㛵ࡢἈ⦖ᩍ༊ࠕ࣭

㸦2015ᖺ ➨65ᅇᕞᩍ༊⥲㸧 
ࠕ࣭ࠗ ᪥⡿Ᏻಖ㞀యไ࠘ᑐࠊࡋἈ⦖ᩍ༊ࡢᖹࡳ⤌ࡾྲྀࡢ㐃ᖏࢆ⾲᫂ࡿࡍ௳ 㸦ࠖ2016
ᖺ ➨66ᅇᕞᩍ༊⥲㸧 
ࠕ࣭ࠗ ᪥⡿Ᏻಖ㞀యไ࠘ᑐࡿࡍᑐࡢ❧ሙࢆ☜ㄆࠊࡋἈ⦖ᩍ༊ࡢ༠⣙⥾⤖ࡾྲྀࡓࡅྥ

௳ࡿࡍ㛤ጞࢆࡳ⤌ 㸦ࠖ2017ᖺ ➨67ᅇᕞᩍ༊⥲㸧 

 
 ࠋࡿࢀࡽࡆᣲࡀࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ௨ୗࡣࡳ⤌ࡾලయⓗྲྀࠊࡓࡲ
࣭Ἀ⦖ᩍ༊⥲ࡢഐ⫈㸦Ἀ⦖ᐉᩍ㐃ᖏ⊩㔠ࢆᒆࡿࡅ㸧 
࣭㝸ᖺ࡛ࠕἈ⦖ࡢ᪑ࠖࡢᐇཬࡧᐉᩍ㆟ࢺࢫࢤࡢᣍᚅ 
 㛤ദ㸧࡚⦕Ἀࡣෆ2ᅇࠊᐇ㸦ྜィ8ᅇࡢ᠓ㄯࠖࡢ࡚࠸ࡘᑐヰࡢἈ⦖ᩍ༊ࠕ࣭
 సᡂࡢࠖ⾲㛵ಀྐᖺࡢἈ⦖ᩍ༊ࠕ࣭
 సᡂࡢᏛ⩦㈨ᩱ࠘ࡳ⤌ࡾྲྀࡢ᪥ᮏᇶ╩ᩍᅋࠖࡋ࠾࡞࠼ࡽࡢྠྜࠕ࣭ࠗ
࣭㎶㔝ྂᇶᆅᘓタᑐάືࡢὴ㐵㸦᪑㈝⿵ຓ㸧 

 
ᅇྠྜࠕࠊ 5ࠖ0ᖺࢆ㏄ࢆࡇࡓ࠼ぬࠕࠊ࠼Ἀ⦖ࢺࢫࣜ࢟ᩍᅋ ᪥ᮏᇶ╩ᩍᅋࠖྜྠ50ᖺࠕࠖ
ࡗࢃ⤊ࡣࠖࡋ࠾࡞࠼ࡽࡢྠྜࠕࠋࡓࡋ㛤ദ2019ᖺ3᭶11᪥(᭶)ࢆᕞᩍ༊㞟ࠖࡿࡍグᛕࢆ
ពࡢ┿ࠊࡃ࡞ࡇࡿࢀᛀࢆࡇࡿ࠶࡛ࡇࡿ࠸࡚ࡅ⥆ࢀࢃၥ࠾࡞ࠊࡃ࡞ࡣㄢ㢟࡛ࡓࡗࡲࡋ࡚

࡛ྠྜࡢᩍࠊࡃࡿ࡞Ἀ⦖ᩍ༊ඹࡿ࡞Ṍࢆࡳ┠ᣦࡃ࠸࡚ࡋỴពࢆ᪂࠶࡛ࡢࡶࡿࡍࡓ

ࡾྲྀ࡞࠺ࡼࡢグୖࠊࡘࡘ࠸⏝᭷ຠࢆᏛ⩦㈨ᩱ㸧ࡸ⾲ᡂᯝ㸦ᖺࡓࡵࡲࡾྲྀࠊࡣලయⓗࠋࡿ

 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡃ࠸࡚ࡋ⥆⥅ࢆࡳ⤌
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ᚰࢆ㛵ಀᅇࡢἈ⦖ᩍ༊ࠊࡃ࡞ࡇࡿࡏࡉ㢼ࢆㄢ㢟ࡢࠖࡋ࠾࡞࠼ࡽࡢྠྜࠕࡓ᪂ࢆ࠸

 ࠋࡿࡍỴ㆟ࡇࡇࢆࡇࡃ࠸࡚ࡋ⥆⥅ࢆࡳṌࡢ㐃ᖏᑐヰࠊࡳᮃࡽ

 

ᥦ⌮⏤ 

1941ᖺࠊ᐀ᩍᅋయἲࠕࡾࡼ᪥ᮏᇶ╩ᩍᅋ ࡣ㡢⩏ᩍ⚟ࡢ⦕ἈࠊⓎ㊊ᙜࠋࡓࡋⓎ㊊ࡣࠖ

ᕞᩍ༊Ἀ⦖ᨭᩍ༊࡛ࠊࡀࡓࡗ࠶Ἀ⦖࡛ࡢᆅୖᡓ⃭ࡾࡼᩍࡶ⧊⤌ࡣேࡶ◚ቯ1945ࠊࢀࡉ
ᖺ5᭶ࡣࡽ⡿㌷ࡿࡼἈ⦖ᨭ㓄ࡀጞࠕࠋࡓࡗࡲ᪥ᮏᇶ╩ᩍᅋࠖࡣᡓᚋࠊἈ⦖ࡢᩍࡢ⾜᪉ࡘ
ࠊࡽࡀ࡞ࡾ࠶ᙜヱᩍ༊࡛ࡶᕞᩍ༊ᵝྠࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡋࢆฟⓎࠊࡃ࡞ࡇ࠺ᡶࢆ㛵ᚰ࡚࠸

ࡇᩋᡓᚋࠊࡣࡾࡲࡘࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡋࢆฟⓎ࡞ࡓ᪂ࠊࡲࡲ࠸࡞ࡢࡇࡿࡎឤࡶࡳ③ࡢఱࡋࡋ

ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓぢᤞ࡚ࢆᩍࡢ⦕Ἀࡶᩍࡢᮏᅵࠖࠕࠊᵝྠࢀࡑࠊࡁࡓぢᤞ࡚ࢆ⦕Ἀࡀᅜࡢ

ࢆᩍ࡞ࡓ᪂࡚ࡋ୰ᚰࢆಙᚐࠊࡣࠎ᪉ࡢᩍࢺࣥࢱࢫࢸࣟࣉࡢ⦕Ἀࡓࡗṧࡁ⏕ࠊࡋᑐࢀࡇ

ᘓ࡚1957ࠊᖺࠕࡣࡽἈ⦖ࢺࢫࣜ࢟ᩍᅋࠖࡾ࡞ᐉᩍࡢᴗࢆᢸࠋࡿ࠶࡛ࡢࡃ࠸࡚ࡗ 
1967ᖺࠕࠊ᪥ᮏᇶ╩ᩍᅋࠖࠕࡣ➨ḟᡓୗࡿࡅ࠾᪥ᮏᇶ╩ᩍᅋࡢ㈐௵ࡢ࡚࠸ࡘ࿌ⓑࠖ
ᩍᅋࢺࢫࣜ࢟⦕Ἀࠕࠊ1969ᖺ2᭶25᪥ࡢᚋࡢࡑࠊࡋ࡞ࢆ ᪥ᮏᇶ╩ᩍᅋࠕࠖ ࢆ㆟ᐃ᭩ྠྜࡣࠖ

ࠊ୍ࡋࢃ ྠྜࡢࡇࠊ࠾࡞ࠕࠊࡤࢀࡼᕞᩍ༊Ꮫ⩦㈨ᩱࠊ࡚࠸ࡘࡇࡢࡇࠋࡓࡗ࡞ᩍᅋࡢࡘ

ࠊࠗࡣ ᪥ᮏᇶ╩ᩍᅋ࠘1967ࡀᖺᡓத㈐௵ࢆ࿌ⓑࡇࡓࡋゐⓎࠗࡓࡲࠊࢀࡉἈ⦖ࢺࢫࣜ࢟ᩍ
ᅋ࠘ࠊࡣᡓத㈐௵ࢆ࿌ⓑࠗࡓࡋ᪥ᮏᇶ╩ᩍᅋ࠘ྠࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋࡊࡵࢆྠྜࡢࠊἈ⦖

ࠗࡿࡺࢃ࠸ࡢ ᮏᅵᖐ 㸦࠘Ἀ⦖ᨻᶒ᪥ᮏࡢ㏉㑏1972ࠊᖺ5᭶15᪥㸧ࡢඛྲྀࡢࡾព㆑ࡗࡶࡶࢆ
㞴࠸ゝࡣࡓ࠸࡚ࢀࢃ⾜༑ศࡀ᪉ࡾ࠶࠸ࡋࢃࡉࡩྠྜ࡚ࡗࡀࡓࡋࠊࡢࡶࡓࡗ⾜ࢆᴗࡢࡇ࡚

 ࠋࡿ࠸࡚ࡋグ㏙ࠖࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉㄆ☜බᘧࠊࡕࡢࠊࡿṧࡀ㠃࠸
23ᅇᩍᅋ➨ࠊ1984ᖺࠊࡾࡲ㧗ࡀ㆟ㄽࡢࠖࡋ࠾࡞࠼ࡽࡢྠྜࠕ1980ᖺ௦ࠊࡽࡇࡢࡇ
⥲ࡋ࠾࡞࠼ࡽࡢྠྜࠕࡣᐇ㉁ࡢ᥎㐍ࠖ㆟ࢆỴ㆟ࠊࡋ≉タጤဨࢆタ⨨ࡳ⤌ࡾྲྀ࡚ࡋ

 ࠋࡓࡗ࡞ࡇࡃ࠸࡚ࡵ㐍ࢆ
ᕞᩍ༊1998ࠊࡣᖺ58➨ࠊᅇᕞᩍ༊⥲࠸࠾ ⨥ㅰᩍᅋ㸧ࢺࢫࣜ࢟⦕Ἀ⦖ᩍ༊㸦Ἀࠕ࡚

௳ࡿࡍᨭᣢࢆᩍᅋྡ⛠ኚ᭦㆟ࡓࡋᥦࡢἈ⦖ᩍ༊ࠊࡋ ࡶࡇࡿࡎឤࡶࡳ③ࡢఱࠕࠊࡋỴྍࠖࢆ

௨ࠋࡓࡋ᫂⾲ࢆࠖ⨥ㅰࡢࡽᚰࠊࡋᑐἈ⦖ᩍ༊ࠊࡋࡇ㉳࠸ᛮࢆṔྐⓗᐇࡓࡋᾘࡲࡲ࠸࡞

᮶33➨ࠊᅇᩍᅋ⥲㸦2002ᖺ㸧࠸࠾ ኚ᭦㆟⛠ྡࠕ࡚ ࠊࡾࡼࡇࡓࡗ࡞ᑂ㆟ᮍᗫࡀࠖ

Ἀ⦖ᩍ༊ࡀ᪥ᮏᇶ╩ᩍᅋ㊥㞳ࡃ⨨ࢆỴ᩿ࡓࡋࢆᚋࠊࡶἈ⦖ᩍ༊ㅰ⨥ࡓࡋᩍ༊࡚ࡋἈ⦖ᩍ

༊ࡢ㐃ᖏࡢᛮࢆ࠸ᐤࠕࠊࡏἈ⦖ᩍ༊ࡢᑐヰᑠጤဨ ࠊβ୰ᚰࠖࢆ ᩍ༊⥲ࠊࡳ⤌ࡾྲྀ࡞ࠎ

Ỵ㆟ࡳ✚ࢆ㔜ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡁ࡚ࡡ௨ୗࠊ࡞ᩍ༊⥲Ỵ㆟ิࢆᣲࡿࡍ㸦ᩍᅋ⥲㆟ࢆ㝖ࡃ㸧ࠋ 
Ỵࡢᕞᩍ༊ࡄὀࢆຊ࡚ࡵᨵᙧᡂࡢ᪥ᮏᇶ╩ᩍᅋࡢ࡚ࡋᩍྠྜࡿ࡞ඹἈ⦖ᩍ༊ࠕ࣭
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資料 12 九州教区議長声明「琉球弧（「南西」諸島）から九州にかけての「軍事要塞化」の動きに抗議し、反対

します」（2019.11.12 公表) 
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資料 13 「教規第６１条等の一部を改正する件」（2020.6 第 42 回教団総会へ教区総会からの議案に代えて、教

団総会議員による提案議案として提出。ただし、教団総会が新型コロナ感染症流行のため延期となり議案の審

議は行われていない） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教規第６１条等の一部を改正する件 

提案者 日下部遣志 

 

議 案 

 教規第６１条①第４号の「教会の役員たる」を「教会（ただし、沖縄教区の場合は「教会および

伝道所」）の役員たる」に改め、この改正を第１条第２号に準用するものとする。 

 

          現行教規                               改正後教規（案） 

教 規 

第 1条 

（2） 各教区総会においてその教区総会議員

である教会役員のうちから選挙された者総数

185 名 

 

 

第 61 条① 

（4） 教区内における教会の役員たる信徒各

教会につき 1名、ただし、現住陪餐会員 200 名

を有する第一種教会では、2 名とし、さらに現

住陪餐会員 200 名を増すごとに 1名を増すこと

ができる。 

 

第 1条 

（2） 各教区総会においてその教区総会議員

である教会（ただし、沖縄教区の場合は「教会

および伝道所」）役員のうちから選挙された者

総数 185 名 

 

第 61 条① 

（4） 教区内における教会（ただし、沖縄教区

の場合は「教会および伝道所」）の役員たる信徒

各教会につき 1 名、ただし、現住陪餐会員 200

名を有する第一種教会では、2 名とし、さらに

現住陪餐会員 200 名を増すごとに 1名を増すこ

とができる。 

 

                                   ※下線部変更箇所 

 

提案理由 

 教規第 61 条①本文は、「教区総会は、次に掲げる議員をもって組織する。ただし、沖縄教区の場

合は、第 1 号ないし第 4 号の議員を教区規則の定めるところによって変更することができる。」と

定めており、このただし書きの規定は「議員」としているところから、単に議員定数のみならず、

その資格についても沖縄教区の状況にあわせた柔軟な修正を教区総会及びそこで決議された教区

規則に委ねていることは明らかである（「ないし」を漢字で表記すれば「乃至」であって、このこと

からも、第 1号から第 4号のすべてについて特例を定める余地があることは明らかである）。 

 ところで、1957 年に成立した沖縄キリスト教団は、日本基督教団教規第 87 条第３項の定める第

二種教会の要件（現住陪餐会員おおむね 20 名以上、献金総額が教区所定の基準額に達したこと）

を満たさない教会も教会と定めていたが、1969 年の旧日本基督教団との合同に際して、教規同条同

項を理由に、第二種教会の要件を満たさない教会をすべて伝道所とする扱いがなされた。この結果、

沖縄教区では、教会数 16、伝道所数 13 と比率で示せば 45％が伝道所という状況を引きおこして今

日に至っている（他の教区で沖縄教区についで伝道所数比率が高い北海教区でもその比率は 19％

であり、その他の教区では最大が兵庫教区の 14％である）。 
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 沖縄教区は、2011 年第 68 回定期教区総会で、教区規則を改正し、伝道所信徒をも教区総会正議

員とすることを決定したものの、教規第 60 条第 2 項にもとづく教団議長の承認に関し、常議員会

はほとんど議論しないまま信仰職制委員会に諮問し、その諮問につき、信仰職制委員会は教規第 61

条①は沖縄教区規則改正の根拠になりえないとの答申を行い、この答申に基づいて、常議員会は不

承認の決定を行った。答申によれば、「あくまでも教会の規模に応じた員数の変更に関するものと

判断」したためであると述べているものの、「員数の変更に関するものと判断」した経緯について

は明確に示されていない。この不承認の決定のために、これまで、沖縄教区では、2016 年に定めた

内規により、伝道所信徒を加えた会議体での決議に引き続いて、伝道所信徒を除いた教区総会で同

様の決議を行うという工夫のもとで教区の歩みを進めてきた。 

 しかし、2019 年 5月の第 79 回沖縄教区定期総会では、長時間の討議を経て、上記の内規を廃止

し、第 68 回定期総会で決議したとおりに、総会を運営するとの議案第 3号を可決している。 

 沖縄教区の教区規則改正を不承認とした常議員会の判断は、教規第 61 条①のただし書きの「第

1号ないし第 4号」に関する誤った理解にもとづくものと言わざるを得ない。本議案は、教規第 61

条①ただし書きの上で、当然に認められるべきである事項ではあるが、これまでの経緯を踏まえて、

あえて、第 61 条①第 4 号及び第 1 条第 2 号を修正することによって、沖縄教区に関する特例を明

記し、あわせて 2008 年に公表された「沖縄に在る将来教会の在り方」第 8 項目に書かれているよ

うに、「伝道所は教会である。したがって、伝道所信徒にも教区総会の正議員としての資格を与え

る。」との考え方を教規の上で、確認することを求めるものである（なお、他の教区にあっても、伝

道所信徒の教区総会議員資格に関しては、同様の課題を有しているものの、ほとんどの教区では、

教区第 61 条①第 5 号の運用によって、この問題を一定程度処理する余地があるところから、今回

の議案では、これを、沖縄キリスト教団と日本基督教団との合同に伴って発生した課題の解決の一

つとして位置づけ提案することとした）。 

 本議案が可決されるならば、事後の手続きを経ることなく、直ちに、2011 年の沖縄教区総会議決

の精神を具体化できることとなる点で、沖縄教区にある「教団」への不信を少しでも解く手がかり

になるものと考える。 

 なお、本議案は、九州教区常置委員会の下におかれた「沖縄教区との対話小委員会」の議を経て、

九州教区常置委員会から第 70 回九州教区総会に提案するよう準備がなされたものであり、同総会

において可決されれば九州教区総会から教団総会に提案される議案であった。しかしながら、第 70

回九州教区総会は、コロナ禍の影響により議決権行使書による開催という異例の方式をとることを

余儀なくされた。決算・予算、准允・按手執行に係る議案などの常例の議案の採択（及びすでに過

去の総会で論議の上可決された議案の再確認）以外の新たな提案に属する本議案については、内容

に関して、議場での説明、質疑応答、討論とその結果として、質疑・討論を踏まえて議場が必要と

認めた場合に議案の修正を行うなどの機会を十分に持つことがはなはだ難しいことから、本議案の

内容の緊急性・必要性にもかかわらず、九州教区役員会は議決権行使書による議決の対象から除外

することが相当と判断し、常置委員会もこれを承認した。そこで改めて、本議案を、九州教区総会

議長を代表とする議員提案として提出するものである。 
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